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女子プロサッカー選手の契約、登録および移籍に関する規則  新旧対照表 

現 行 改 定 備考 

女子プロサッカー選手の契約、登録および移籍に関する規則 女子プロサッカー選手の契約、登録および移籍に関する規則   

   

２．登録 ２．登録 
 

２－１ 本協会への登録 ２－１ 本協会への登録  

⑪ 登録ウインドー ⑫ 登録ウインドー  

（１）ＷＥリーグのトップチームについては、選手は、本協会

が定めた年２回の移籍を認める期間（以下「登録ウイン

ドー」という）においてのみ登録されることができる。 

（１）ＷＥリーグのトップチームについては、選手は、本

協会が定めた年２回の移籍を認める期間（以下

「登録ウインドー」という）においてのみ登録される

ことができる。 

 

（２）年２回の登録ウインドーは以下の通り定められ、本協

会がＦＩＦＡに報告するものとする。 

（２）年２回の登録ウインドーは以下の通り定められ、本

協会がＦＩＦＡに報告するものとする。 

 

イ．初回の登録ウインドーは、毎年７月の第１金曜日か

ら始まり１２週間を超えない期間 

イ．初回の登録ウインドーは、前シーズンの競技

会期間の最終日の翌日から当該シーズンの初

日（７月１日）までの期間に開始する８週間以上

１２週間以内の期間とする 

FIFA規則（第6条2

項）改正に伴う修

正 

ロ．２回目の登録ウインドーは、シーズン中に設定さ

れ、４週間を超えない期間 

ロ．２回目の登録ウインドーは、シーズン中に設定

される４週間以上８週間以内の期間とする 

 

 ハ．２つの登録ウインドーの合計は１６週間以内と

する 

 

   

 ２０２４年 ４月１８日  

 


